
計画公開板 計画の説明

・事業者から近隣住民に，計画を説明します。
・説明の方法は，個別の説明又は説明会です。

開発事業等に係る紛争の予防と解決手段
（柏市開発事業等計画公開等条例）

要望の申出先

①紛争を予防するため，事業者が，開発事業等の計画地に計画公開板を設置し，説明
を行います。近隣住民等は，事業者に要望の申出書を提出することができます。

要望の受付期間

①紛争を予防（計画の公開・計画の説明・要望の届出・書面で回答）⇒②紛争の解
決手段（あっせん・調停）⇒③他の民事紛争解決手段

全体の流れ



近隣住民等は，要望の申出書を，
計画公開板の設置日から２１日
以内に，事業者に到達するよう
に提出できます。

構想・計画に対する意見・要望の申出書は，
「柏市 開発 要望」で検索して，市のホー
ムページからダウンロードできます。

紛争を予防するためには，お互いの立場を理解
し，問題点を整理し，具体的な計画の妥協点を
見いだすことが大切です。

〇開発事業等の区分と近隣住民の範囲は，次のとおりです。
開発事業・・・・・・・・・・開発区域に隣接する土地と建築物の所有者
中高層建築物・・・・・・・・敷地境界線から中高層建築物の高さの２倍の範囲内の土地と建築物の所有者
特定用途建築物，葬祭場・・・敷地境界線から５０メートルの範囲内の土地と建築物の所有者
ワンルーム形式集合建築物・・敷地境界線から２０メートルの範囲内の土地と建築物の所有者

事業者は，市に要望等報告書を提出
する日までに，要望の申出書に対し
て書面で回答します。

書面で回答要望の申出



当事者双方からの申出により，市の
職員が，それぞれの主張の要点を整
理し助言を行います。合意の見込み
がない場合は，あっせんは，打切り
となります。

当事者双方からの申出により，市長が任命した調
停委員が，それぞれの主張を確認して，紛争解決
に向けた調整を行い，必要に応じて調停案を作成
します。解決の見込みがない場合は，調停は，打
切りとなります。

当事者同士で十分な話合いを行ったが，紛争を解決できない。 当事者同士で十分な話合いが
できない。

②紛争の解決手段として，当事者同士の話合いで解決できない場合は，市にあっせん
及び調停を申し出ることができます。

あっせん
（無料）

調停
（無料）
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③当事者同士の話合い並びに市のあっせん及び調停によって解決できない場合は，
民事上の紛争として，他の民事紛争解決手段による解決をご検討ください。

柏市開発事業等計画公開等条例について，詳しくはＱＲコードまたはＵＲＬからホームページをご覧ください。

https://www.city.kashiwa.lg.jp/jukankyo/jigyosha/development/jorei/jore.html

QRコードは，株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

〇他の民事紛争解決手段については，各種法律相談にお尋ねください。

市の法律相談（無料）毎週木曜日午前９時から翌週分の予約を受付（広報広聴課）・・・・・電話０４－７１６７－１１１９

千葉県弁護士会松戸支部の法律相談（有料，予約制）・・・・・・・・・・・・・・・・・・電話０４７－３６６－６６１１

法テラス（日本司法支援センター）の民事法律扶助（無料法律相談）・・・・・・・・・・・電話０５７０－０７８３７４

問い合わせ先 柏市役所 都市部 住環境再生課
電話０４－７１６７－２５２８
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